
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 石 狩 
  № 2４   2021 年  ２ 月 発 行   
編集･発行 

石 狩 市 環 境 市 民 部  消 費 生 活 セ ン タ ー  
〒061-3292 石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 

TEL：0133(72)3191 FAX：0133(72)3199 

 

２０１９年７月以降、市の広報誌『広報いしかり』の中で消費生活に

関する情報コーナーとして『くらしの知っ得情報』を掲載しています。 

消費生活センターで受け付けた相談事例や、全国的に増加傾向に

ある消費者トラブルを中心に、注意点や対処法を解説し、消費者被

害の未然防止に役立ててほしいとの願いを込めています。 

掲載を開始して以来、市民の方から、「広報に書かれていた内容と

同じセールストークで勧誘があった」 との情報提供や、「わが家と同じ

事例が紹介されていた。困っていたので解決方法を教えてほしい」 と

の相談が、多数寄せられるようになりました。 

また、広報をきっかけに、「今まであきらめていた消費者トラブルが

消費生活センターで相談できることを知った」という方も多いようです。 

消費者トラブルは手口を知っていれば回避できる場合が殆どです。

広報が届いたら、是非『くらしの知っ得情報』をチェックしてください。 

石狩市では、地域の担い手として活動していただく『消費生活サポーター』を随時募集しています。 

１． 消費生活サポーターの活動内容 
●地域や団体に消費生活に関する情報の提供 
●消費者被害に遭った方への消費生活センターの紹介 
●地域における消費者被害防止見守り活動への参加協力 

３． 登録期間 
●登録した日の属する年度の３月末まで（辞退届の提出がない限り翌年度も更新となります） 

２． 対象者 
●消費生活に関心のある方で、石狩市内在住の満２０歳以上の方 

４． 登録方法 
●登録申請書に必要事項（氏名・住所・電話番号など）を記入して申請していただきます。
●石狩市役所 広聴・市民生活課までお問い合わせください。（☎0133-72-3191） 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と思ったら、相談してください! 
石狩市消費生活センター 
石狩市役所１階（平日 午前１０時～午後４時） 

※ 土日･祝日の電話相談は消費者ホットラインへ ⇒ 

 

 

●クーリング･オフなど、早い相談が問題解決の決め手となります!「おかしいな?」と思ったら消費生活センターへ! 

気づき 声かけ つなぐ 


